
平成１７年度行政改革の主な取り組み 
 
平成１８年４月１日現在 

 
平成１７年５月２７日  第１回行政改革推進本部会議 
平成１７年７月１１日  第２回行政改革推進本部会議 
平成１７年８月３１日  第１回行政改革検討委員会 
平成１７年９月２１日  第２回行政改革検討委員会 
平成１７年１０月２６日 第３回行政改革検討委員会 
平成１７年１１月１５日 行政改革検討委員会より市長に行政改革に関する意見書提出 
平成１７年１１月２５日 行政改革大綱策定 
平成１７年１１月２９日 議会（総務委員会）に行革大綱・行革集中プラン・行革検討 

委員会意見書を報告 
平成１８年１月４日   行政改革大綱一部改正 
 
行政改革集中改革プラン（平成１７年度の実績） 
１．事務事業の見直し 
 ○補助金等の整理合理化の推進 
 ○社会教育委員会定員削減 １５人から１０人 
 ○スポーツ振興審議会定員削減 １５人から１０人 
 ○ジョンマンハウスの移管（運営補助金の減） 
 ○政務調査費の減 
                  削減額 計 ２，８００千円 
 
２．組織機構の再編・合理化 
 ○助役の廃止 平成１８年４月１日 
 ○介護予防係の充実 
 ○総務課総務係と南海地震対策係の統合 
 ○じんけん課と生涯学習課の統合取り止め 
 ○中央公民館長と生涯学習課長の兼務 
 ○図書館長を民間組織に 
 ○福祉センターの見直し（指導員６名の減） 特別事業をＮＰＯへの委託 
 ○参事級の廃止 （消防長） 
 ○以布利保育園を旭保育園へ統合 
 ○貝ノ川中学校を下川口中学校へ統合 
 ○社会福祉協議会への派遣取り止め 



 ○農業委員会の定数削減（平成１８年３月２７日議決）１８人を１２人に 
 ○議会議員定数削減（平成１７年１２月２６日議決）１８人を１６人に 
 ○観光事業特別会計の廃止（平成１８年６月１日） 
                  削減額 計 ５６，２００千円 
 
３．給与等の適正化 
 ○住居手当の是正（５年以降廃止） 
 ○出張旅費：幡多管内日当の廃止 県内日額：4,000 円を 2,000 円に 
                  削減額 計 ４，３００千円 
 
４．定員管理の適正化 
 ○条例定数の削減（普通会計 ３８５人を３５７人に） 
 ○１７年度退職者２２人 １８年度採用者７人（うち任期付採用３人） 
  
                  削減額 計 １３３，０００千円 
 
５．電子自治体の推進 
 ○電子文書交換システム導入 
 ○セキュリティ向上策の推進（平成１８年４月より） 
 
６．民間委託・公共施設の管理運営 
 ○公共施設の管理運営 
  ・指定管理者制度  斎場（平成１８年４月１日） 
            海の駅（平成１８年４月１日） 
            国民宿舎（平成１８年４月１日） 
                  削減額 計 １７，２００千円 
 
７．経費節減等・財政健全化計画の推進 
 ○事業評価制度の実施 
 ○市有林管理者の廃止（４名） 
 ○衛生センター複数年運転業務委託導入 
                  削減額 計 ７，９００千円 
 
               削減額 合計 ２２１，４００千円 
 
 


